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目
　
　
次

�

ペ
ー
ジ

告

示

〇
宮
城
県
工
業
動
態
統
計
調
査
の
実
施�

（
統　

計　

課
）　
　

一

〇
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定�

（
障
害
福
祉
課
）　
　

二

〇
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
廃
止
の
届
出�

（　
　

同　
　

）　
　

二

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
（
二
件
）�

（　
　

同　
　

）　
　

三

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止
の
届
出
（
二
件
）�

（　
　

同　
　

）　
　

三

〇
知
事
指
定
薬
物
の
指
定�

（
薬　

務　

課
）　
　

三

〇
県
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
及
び
取
扱
事
務
の
範
囲
に
関
す
る
規
程
の
一
部

を
改
正
す
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示�
（
出
納
総
務
課
）　
　

四

〇
東
北
歴
史
博
物
館
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
分
の
観
覧
料
の
徴
収
事
務
の
委
託�

（
教
育
庁
文
化
財
課
）　
　

四

〇
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
の
届
出�

（
北
部
地
方
振
興
事
務
所
）　
　

四

公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
落
札
者
の
決�

定
（
二
件
）�

（
教
育
庁
特
別
支
援
教
育
課
）　
　

四

選
挙
管
理
委
員
会

〇
不
在
者
投
票
を
管
理
す
べ
き
施
設
の
指
定
等�

　
　

五

〇
政
治
資
金
規
正
法
第
十
九
条
の
十
六
の
規
定
に
よ
る
少
額
領
収
書
等
の
写
し
の
開
示

に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正�

　
　

五

〇
政
治
資
金
規
正
法
第
二
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
等
の
閲
覧
等
に
関

す
る
規
程
の
一
部
改
正�

　

一
六

〇
公
職
選
挙
法
第
二
百
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
行
政
不
服
審
査
法
第
三
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
提
出
書
類
等
の
閲
覧
及
び
写
し
等
の
交
付
に
関
す
る
規
程

の
一
部
改
正�

　

一
七

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
百
八
号

　

統
計
調
査
条
例
（
平
成
四
年
宮
城
県
条
例
第
十
五
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
県

基
幹
統
計
調
査
と
し
て
、
宮
城
県
工
業
動
態
統
計
調
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
七
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

調
査
目
的

　

�　

県
内
の
工
業
生
産
の
動
態
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
鉱
工
業
生
産
指
数
作
成
の
基
礎
資
料
を
得
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。

二　

調
査
範
囲

　

１�　

別
表
第
一
に
掲
げ
る
品
目
を
生
産
す
る
事
業
所
の
う
ち
、
宮
城
県
工
業
動
態
統
計
調
査
対
象
事
業
所
・
機
関
選

定
要
領
に
基
づ
き
選
定
し
た
事
業
所
（
以
下
「
対
象
事
業
所
」
と
い
う
。）

　

２�　

別
表
第
二
に
掲
げ
る
品
目
の
生
産
動
態
を
毎
月
集
計
す
る
機
関
の
う
ち
、
宮
城
県
工
業
動
態
統
計
調
査
対
象
事

業
所
・
機
関
選
定
要
領
に
基
づ
き
選
定
し
た
機
関
（
以
下
「
対
象
機
関
」
と
い
う
。）

三　

調
査
期
日

　
　

令
和
七
年
四
月
か
ら
、
毎
月
末
日
現
在
に
お
い
て
行
う
。

四　

調
査
事
項

　

１　

別
表
第
一
に
掲
げ
る
品
目

　
　

㈠　

事
業
所
名

　
　

㈡　

事
業
所
所
在
地

　
　

㈢　

生
産
品
目

　
　

㈣　

生
産
量
又
は
生
産
金
額

　
　

㈤　

出
荷
量
（
水
産
缶
詰
を
除
く
。）

　
　

㈥　

月
末
在
庫
量
（
鋼
船
を
除
く
。）

　

２　

別
表
第
二
に
掲
げ
る
品
目

　
　

㈠　

生
産
量
又
は
生
産
金
額

　
　

㈡　

出
荷
量
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㈢　

月
末
在
庫
量

五　

調
査
方
法

　

１　

対
象
事
業
所
の
調
査

　
　

�　

条
例
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
統
計
調
査
員
又
は
宮
城
県
企
画
部
統
計
課
職
員
が
対
象
事
業
所
に
宮
城
県
工

業
動
態
統
計
調
査
票
を
配
布
し
、
当
該
対
象
事
業
所
の
管
理
責
任
者
が
自
計
申
告
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
。

　

２　

対
象
機
関
の
調
査

　
　

�　

宮
城
県
企
画
部
統
計
課
職
員
が
調
査
事
項
を
聴
取
又
は
収
集
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
。

六　

調
査
票
の
提
出

　

１　

提
出
先　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　
　
　
　
　
　

宮
城
県
企
画
部
統
計
課

　

２　

提
出
部
数　

一
部

　

３　

提
出
方
法　

調
査
票
の
郵
送
若
し
く
は
送
信
又
は
電
話
回
答

　

４　

提
出
期
限　

調
査
期
日
の
翌
月
十
五
日

七　

公
表

　
　

宮
城
県
鉱
工
業
生
産
指
数
と
し
て
公
表
す
る
。

別
表
第
一

業　
　
　
　

種

品
目
数

品　
　
　
　
　
　
　

目

生
産
用
機
械
工
業

1

フ
ラ
ッ
ト
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
製
造
装
置

業
務
用
機
械
工
業

1

理
化
学
機
械
器
具

情
報
通
信
機
械
工
業

1

火
災
・
防
犯
警
報
装
置

電
子
部
品
・
デ
バ
イ
ス
工
業

1

プ
リ
ン
ト
配
線
板

輸
送
機
械
工
業

1

鋼
船

窯
業
・
土
石
製
品
工
業

1

液
晶
硝
子
基
板

化
学
、
石
油
・
石
炭
製
品
工
業

1

農
薬

食
料
品
工
業

15

肉
製
品
、
ヨ
ー
グ
ル
ト
、
水
産
缶
詰
、
海
藻
加
工
品
、
水
産
練
製

品
、
冷
凍
水
産
物
、
冷
凍
水
産
食
品
、
そ
の
他
の
水
産
食
料
品
、

生
菓
子
、
米
菓
、
清
涼
飲
料
、
コ
ー
ヒ
ー
、
ビ
ー
ル
類
、
ス
ピ
リ
ッ

ツ
・
リ
キ
ュ
ー
ル
類
、
配
合
飼
料

印
刷
業

1

平
版
印
刷
（
オ
フ
セ
ッ
ト
印
刷
）

木
材
・
木
製
品
工
業

2

合
板
、
建
築
用
木
製
組
立
材
料

そ
の
他
製
品
工
業

1

ユ
ニ
ッ
ト
住
宅

別
表
第
二

業　
　
　
　

種

品
目
数

品　
　
　
　
　
　
　

目

窯
業
・
土
石
製
品
工
業

1

生
コ
ン
ク
リ
ー
ト

化
学
、
石
油
・
石
炭
製
品
工
業

1

医
薬
品

食
料
品
工
業

7

チ
ー
ズ
、
牛
乳
、
み
そ
、
し
ょ
う
油
、
精
米
、
冷
凍
調
理
食
品
、

清
酒

木
材
・
木
製
品
工
業

1

一
般
製
材

〇
宮
城
県
告
示
第
百
九
号

　

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
児

通
所
支
援
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
五
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告

示
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
七
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

指
定
障
害
児
通
所

支
援
の
種
類　
　

設
置
者
名

指
定
年
月
日

〇
四
五
〇
八
〇
〇
〇
八
一

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ

ス
ピ
ノ
キ
オ
角
田

角
田
市
角
田
字
柳
町
三

十
六－

二
十
六

放
課
後
等
デ
イ
サ

ー
ビ
ス

株
式
会
社
Ｋ
Ｅ

Ｙ
Ａ
Ｋ
Ｉ

令
和
七
年
三
月

一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
十
号

　

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
障
害

児
通
所
支
援
事
業
者
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
を
廃
止
す
る
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
五

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
七
日
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�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

廃
止
す
る
指
定
障
害�

児
通
所
支
援
の
種
類

設
置
者
名

廃
止
年
月
日

〇
四
五
〇
八
〇
〇
〇
五
七

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ

ス
ピ
ノ
キ
オ
角
田

角
田
市
角
田
字
柳
町
三

十
六－

二
十
六

放
課
後
等
デ
イ
サ

ー
ビ
ス

一
般
社
団
法
人

み
な
み
の
風

令
和
七
年
二
月

二
十
八
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
十
一
号

　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
七
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

指
定
障
害
福
祉
サ�
ー
ビ
ス
の
種
類　

設
置
者
名

指
定
年
月
日

〇
四
一
〇
八
〇
〇
二
五
四

就
労
継
続
支
援
Ｂ
型　

な
の
は
な
角
田

角
田
市
角
田
字
柳
町
三

十
六－

二
十
六

就
労
継
続
支
援
Ｂ

型

株
式
会
社
Ｋ
Ｅ

Ｙ
Ａ
Ｋ
Ｉ

令
和
七
年
三
月

一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
十
二
号

　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
七
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

指
定
障
害
福
祉
サ�

ー
ビ
ス
の
種
類　

設
置
者
名

指
定
年
月
日

〇
四
一
〇
九
一
七
一
九
九

す
て
ー
じ
多
賀
城

多
賀
城
市
桜
木
三
丁
目

一－

四
十
六

就
労
継
続
支
援
Ａ

型

社
会
福
祉
法
人

チ
ャ
レ
ン
ジ
ド

ら
い
ふ

令
和
七
年
三
月

一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
十
三
号

　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
を
廃
止
す
る
旨
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
七
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

廃
止
す
る
指
定
障
害�

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

設
置
者
名

廃
止
年
月
日

〇
四
一
〇
八
〇
〇
二
二
一

就
労
継
続
支
援
Ｂ
型
な

の
は
な
角
田

角
田
市
角
田
字
柳
町
三

十
六－

二
十
六

就
労
継
続
支
援
Ｂ

型

一
般
社
団
法
人

み
な
み
の
風

令
和
七
年
二
月

二
十
八
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
十
四
号

　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
を
廃
止
す
る
旨
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
七
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

廃
止
す
る
指
定
障
害�

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

設
置
者
名

廃
止
年
月
日

〇
四
一
二
六
三
〇
一
九
六

ス
テ
ー
ジ
パ
ス

宮
城
郡
七
ヶ
浜
境
山
二

丁
目
十
一－

二
十

就
労
継
続
支
援
Ａ

型

一
般
社
団
法
人

ス
テ
ー
ジ
パ
ス

令
和
七
年
二
月

二
十
八
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
十
五
号

　

宮
城
県
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
宮
城
県
条
例
第
六
十
九
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
知
事
指
定
薬
物
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
七
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

知
事
指
定
薬
物
の
名
称

　
�　

化
学
名　

（
八
Ｒ
）－

Ｎ
、
Ｎ－

ジ
エ
チ
ル－

六－

メ
チ
ル－

一－

［
三－

（
ト
リ
メ
チ
ル
シ
リ
ル
）
プ
ロ
パ
ノ

イ
ル
］－

九
、
十－

ジ
デ
ヒ
ド
ロ
エ
ル
ゴ
リ
ン－

八－

カ
ル
ボ
キ
シ
ア
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類

　
　

（
通
称
名
：
一
Ｓ－

Ｌ
Ｓ
Ｄ
）

二　

指
定
の
理
由

　

�　

中
枢
神
経
系
の
興
奮
若
し
く
は
抑
制
又
は
幻
覚
の
作
用
（
当
該
作
用
の
維
持
又
は
強
化
の
作
用
を
含
む
。）
を
有

す
る
蓋
然
性
が
高
く
、
か
つ
、
人
の
身
体
に
使
用
さ
れ
た
場
合
に
保
健
衛
生
上
の
危
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
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と
認
め
ら
れ
る
た
め
。

三　

指
定
の
効
力
が
生
ず
る
日

　
　

令
和
七
年
三
月
七
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
十
六
号

　

県
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
及
び
取
扱
事
務
の
範
囲
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
の
一
部
を
改

正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
七
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

�

県
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
及
び
取
扱
事
務
の
範
囲
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
の
一
部

を
改
正
す
る
告
示

　

県
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
及
び
取
扱
事
務
の
範
囲
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
（
令
和
七
年

宮
城
県
告
示
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
第
三
号
の
表
の
改
正
規
定
中
「
り
そ
な
銀
行
の
項
」
の
下
に
「
、
岩
沼
市
農
業
協
同
組
合
の
項
、
名
取
岩

沼
農
業
協
同
組
合
の
項
及
び
み
や
ぎ
亘
理
農
業
協
同
組
合
の
項
」
を
加
え
る
。

　

別
表
第
二
の
改
正
規
定
中
「
第
三
十
七
号
ま
で
を
一
号
」
を
「
第
二
十
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
二
十

九
号
か
ら
第
三
十
一
号
ま
で
を
削
り
、
第
三
十
二
号
を
第
二
十
八
号
と
し
、
第
三
十
三
号
か
ら
第
三
十
七
号
ま
で
を
四

号
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
三
月
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
百
十
七
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
金
事
務
を

次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
七
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　

東
京
都
大
田
区
久
が
原
五
丁
目
十
三
番
十
二
号

　
　
　

株
式
会
社　

寺
岡
精
工

二　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
徴
収
の
内
容

　
　

東
北
歴
史
博
物
館
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
分
の
観
覧
料

三　

指
定
年
月
日

　
　

令
和
六
年
七
月
五
日

四　

委
託
年
月
日

　
　

令
和
六
年
七
月
八
日

五　

委
託
期
間

　
　

令
和
六
年
八
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
百
十
八
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
鳴
瀬
川
沿
岸
土
地
改

良
区
役
員
の
退
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
七
年
三
月
七
日

�

宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

所　

長　
　

稲　
　

村　
　
　
　
　

伸　
　
　

　

退
任
し
た
者

退
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

令
和
七
年
一
月
二
十
九
日

結　

城　

正　

紀

大
崎
市
古
川
矢
目
字
新
田
四
番
地

理　

事

公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

令
和
七
年
三
月
七
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

宮
城
県
立
光
明
支
援
学
校
及
び
宮
城
県
立
利
府
支
援
学
校
給
食

調
理
等
業
務　

一
式

二�　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

教
育
庁
特
別
支
援
教
育
課　

宮
城
県
仙
台
市
青

葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

令
和
七
年
二
月
二
十
六
日

四�　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

北
日
本
幸
食
有
限
会
社　

宮
城
県
仙
台
市
泉
区
南
光
台
二
丁

目
三
十
六
番
二
十
一
号

五　

落
札
金
額　

四
千
九
百
七
十
四
万
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
除
く
。）

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

令
和
七
年
一
月
十
四
日

�
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〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

令
和
七
年
三
月
七
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

宮
城
県
立
秋
保
か
が
や
き
支
援
学
校
給
食
調
理
等
業
務　

一
式

二�　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

教
育
庁
特
別
支
援
教
育
課　

宮
城
県
仙
台
市
青

葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

令
和
七
年
二
月
二
十
六
日

四�　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

株
式
会
社
東
武　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
立
町
一
番
二
号　

広
瀬
通
東
武
ビ
ル
八
階

五　

落
札
金
額　

四
千
九
十
二
万
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
除
く
。）

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

令
和
七
年
一
月
十
四
日

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
十
七
号

　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
七
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

櫻　
　

井　
　

正　
　

人　
　
　

　
　
　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
宮
選
管
告
示
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
二
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
常
盤
園
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
第
二
常
盤
園　
　
　
　
　

同　

郡
同　

町
大
字
海
老
穴
丸
山
四
十
番
地
二

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
三
月
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
選
管
告
示
第
十
八
号

　

政
治
資
金
規
正
法
第
十
九
条
の
十
六
の
規
定
に
よ
る
少
額
領
収
書
等
の
写
し
の
開
示
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
七
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

櫻　
　

井　
　

正　
　

人　
　
　

　
　
　

�

政
治
資
金
規
正
法
第
十
九
条
の
十
六
の
規
定
に
よ
る
少
額
領
収
書
等
の
写
し
の
開
示
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を

改
正
す
る
告
示

　

政
治
資
金
規
正
法
第
十
九
条
の
十
六
の
規
定
に
よ
る
少
額
領
収
書
等
の
写
し
の
開
示
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
二

年
宮
選
管
告
示
第
百
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
一
条
第
一
項
中
「
宮
城
県
収
入
証
紙
を
別
記
様
式
第
十
号
に
は
り
付
け
て
、
少
額
領
収
書
等
の
写
し
の
交
付
を

受
け
る
と
き
に
」
を
「
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
十
九
号
。
以
下
「
手
数
料
条
例
」
と
い
う
。）
に

定
め
る
方
法
に
よ
り
」
に
改
め
る
。

　

別
記
様
式
第
一
号
中
「
，
」
を
「
、
」
に
改
め
、「
（
裏
面
）
」
を
削
る
。

　

別
記
様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
様
式
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
２
号
（
第
３
条
関
係
）

�
宮
選
管
第
　
　
　
号
　
　

�
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
（
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
）

　
　
会
　
計
　
責
　
任
　
者
　
　
様

�
宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
印
　

少
額
領
収
書
等
の
写
し
に
係
る
提
出
命
令
に
つ
い
て
（
通
知
）

　
貴
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
　
　
　
　
年
分
収
支
報
告
書
に
係
る
少
額
領
収
書
等
の
写
し
（
政
治
資
金
規
正
法

（
昭
和
23年
法
律
第
194号

。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
12条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
べ
き
領
収
書
等
の
写

し
に
係
る
支
出
以
外
の
支
出
に
係
る
領
収
書
等
の
写
し
）
に
つ
い
て
、
法
第
19条
の
16第
３
項
の
規
定
に
よ
る
開
示

請
求
が
あ
っ
た
の
で
、
法
第
19条
の
16第
５
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

１
　
開
示
請
求
内
容

　
　
年
分
収
支
報
告
書
に
係
る
少
額
領
収
書
等
の
写
し
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

２
　
少
額
領
収
書
等
の
写
し
に
つ
い
て

３
　
提
出
の
方
法
（
別
記
様
式
第
３
号
参
照
）

４
　
提
出
期
間
の
延
長

５
　
期
間
内
に
提
出
さ
れ
な
い
場
合
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別
記
様
式
第
四
号
（
そ
の
一
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
３
号
（
第
４
条
関
係
）

�
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
殿

�
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
名
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
会
計
責
任
者
の
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

少
額
領
収
書
等
の
写
し
に
係
る
提
出
に
つ
い
て
（
通
知
）

　
「
少
額
領
収
書
等
の
写
し
に
係
る
提
出
命
令
に
つ
い
て
（
通
知
）」（
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
宮
選
管
第

　
　
　
号
）
に
よ
り
通
知
の
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
23年

法
律
第
194号

）
第
19条

の
16第
６
項
の
規
定
に
よ
り
、
下
記
の
と
お
り
通
知
し
ま
す
。

　
　
□
　
下
表
の
と
お
り
、
少
額
領
収
書
等
の
写
し
を
提
出
す
る
。

　
　
　
（
該
当
す
る
支
出
項
目
ご
と
に
提
出
す
る
Ａ
４
用
紙
の
枚
数
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。）

支
　
　
出
　
　
項
　
　
目

年
分

年
分

年
分

①
熱
水
費

枚
枚

枚
②
備
品
・
消
耗
品
費

③
事
務
所
費

④
組
織
活
動
費

⑤
選
挙
関
係
費

⑥
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

⑦
調
査
研
究
費

⑧
寄
附
・
交
付
金

⑨
そ
の
他
の
経
費

合
　
　
　
　
　
　
計

枚
枚

枚

　
　
□
　
少
額
領
収
書
等
の
写
し
に
係
る
支
出
が
な
い
。
（
　
　
　
年
分
）
（
　
　
　
年
分
）
（
　
　
　
年
分
）

　
　
□
　
同
一
の
少
額
領
収
書
等
の
写
し
を
既
に
提
出
し
て
い
る
。

　
　
　
（
該
当
す
る
年
の
（
　
）
に
○
を
付
け
、
提
出
年
月
日
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。）

　
　
　
　
（
　
）
　
　
　
　
　
年
分
（
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
提
出
済
）

　
　
　
　
（
　
）
　
　
　
　
　
年
分
（
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
提
出
済
）

　
　
　
　
（
　
）
　
　
　
　
　
年
分
（
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
提
出
済
）



第582号　令和７年３月７日　金曜日 （8）宮　　城　　県　　公　　報

　

別
記
様
式
第
四
号
（
そ
の
二
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
4
号
（
そ
の
１
）（
第
５
条
関
係
）

�
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
殿

�
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
名
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
会
計
責
任
者
の
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

少
額
領
収
書
等
の
写
し
に
係
る
提
出
期
間
の
延
長
に
つ
い
て
（
通
知
）

　
「
少
額
領
収
書
等
の
写
し
に
係
る
提
出
命
令
に
つ
い
て
（
通
知
）」（
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
宮
選
管
�

第
　
　
　
号
）
に
よ
り
通
知
の
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
23年

法
律
第
194号

）
第
19条

の
16第
７
項
及
び
第
８
項
並
び
に
政
治
資
金
規
正
法
施
行
規
則
（
昭
和
50年
自
治
省
令
第
17号
）
第
19条
第
１
項
の

規
定
に
よ
り
、
提
出
期
間
の
延
長
を
申
し
出
ま
す
。

　
１
　
延
長
を
求
め
る
期
間
　
30日
間

　
２
　
命
令
が
あ
っ
た
日
　
　
　
　
　
　
年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日
　

　
　
　
　
う
ち
、
支
出
項
目
　
　
　
に
つ
い
て
は
提
出
済
み
（
　
　
　
　
年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日
）

　
３
　
延
長
を
求
め
る
理
由

　
　
⑴
　
□
　
選
挙
期
間
中
で
あ
る
た
め
（
第
１
号
に
該
当
）

　
　
　
　
　
・
公
職
の
候
補
者
の
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
・
選
挙
の
種
類

　
　
　
　
　
　
　
□
　
衆
議
院
議
員
総
選
挙
　
　
□
　
参
議
院
議
員
通
常
選
挙

　
　
　
　
　
　
　
□
　
そ
の
他
（
以
下
に
具
体
的
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。）
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
⑵
　
□
　
提
出
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
に
つ
き
正
当
な
事
由
が
あ
る
た
め
（
第
２
号
に
該
当
）

　
　
　
　
　
（
以
下
に
提
出
期
間
を
延
長
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
正
当
な
事
由
を
具
体
的
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。）



（9）　令和７年３月７日　金曜日 第582号宮　　城　　県　　公　　報

　

別
記
様
式
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
4
号
（
そ
の
２
）（
第
５
条
関
係
）

�
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
殿

�
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
名
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
会
計
責
任
者
の
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

特
別
な
事
情
に
よ
る
小
額
領
収
書
等
の
写
し
に
係
る
提
出
期
間
の
延
長
に
つ
い
て
（
通
知
）

　
「
少
額
領
収
書
等
の
写
し
に
係
る
提
出
命
令
に
つ
い
て
（
通
知
）」（
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
宮
選
管
�

第
　
　
　
号
）
に
よ
り
通
知
の
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
23年

法
律
第
194号

）
第
19条

の
16第
７
項
及
び
第
８
項
並
び
に
政
治
資
金
規
正
法
施
行
規
則
（
昭
和
50年
自
治
省
令
第
17号
）
第
19条
第
２
項
の

規
定
に
よ
り
、
提
出
期
間
の
延
長
を
申
し
出
ま
す
。

　
１
　
延
長
を
求
め
る
期
間
　
　
　
　
　
　
日
間

　
　
�　
（
31日
以
上
60日
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
当
該
少
額
領
収
書
等
の
写
し
の
全
て
を
提
出
す
る
た
め
必
要

な
最
小
限
度
の
期
間
）

　
２
　
命
令
が
あ
っ
た
日
　
　
　
　
　
　
年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日
　

　
　
　
　
う
ち
、
支
出
項
目
　
　
　
に
つ
い
て
は
提
出
済
み
（
　
　
　
　
年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日
）

　
３
　
延
長
を
求
め
る
理
由

　
　
�　
提
出
命
令
が
あ
っ
た
日
か
ら
50日
以
内
に
全
て
の
少
額
領
収
書
等
の
写
し
を
提
出
す
る
こ
と
が
事
務
処
理
上
困

難
な
特
別
な
事
情
が
あ
る
た
め

　
　
（
当
該
特
別
な
事
情
）

＜
記
載
上
の
注
意
＞

　
�　
当
該
特
別
な
事
情
は
、
50日
以
内
に
全
て
の
少
額
領
収
書
等
の
写
し
を
提
出
す
る
こ
と
が
困
難
な
事
情
を
具

体
的
か
つ
客
観
的
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
当
該
事
情
を
踏
ま
え
て
延
長
を
求
め
る
期
間
（
提
出
す
る

た
め
に
必
要
な
最
小
限
度
の
期
間
）
の
根
拠
も
併
せ
て
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。



第582号　令和７年３月７日　金曜日 （10）宮　　城　　県　　公　　報

　

別
記
様
式
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
５
号
（
第
６
条
関
係
）

�
宮
選
管
第
　
　
　
号
　
　

�
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
（
開
示
請
求
者
）
　
　
　
　
　
様

�
宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
印
　

少
額
領
収
書
等
の
写
し
に
係
る
提
出
期
間
の
延
長
に
つ
い
て
（
通
知
）

　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
の
　
　
　
　
　
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
　
　
　
　
年
分
収
支
報
告
書
に
係
る
少

額
領
収
書
等
の
写
し
の
開
示
請
求
に
つ
い
て
は
、
下
記
の
と
お
り
、
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
23年
法
律
第
194号

）
第
19条

の
16第
７
項
及
び
第
８
項
の
規
定
に
よ
り
、　
　
　
　
　
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
か
ら
提
出
期
間
の
延
長

の
申
出
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
同
条
第
９
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
ま
す
。

　
１
　
開
示
請
求
の
あ
っ
た
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
名
称

　
２
　
延
長
後
の
期
間
（
延
長
し
た
期
間
）

　
３
　
延
長
の
理
由



（11）　令和７年３月７日　金曜日 第582号宮　　城　　県　　公　　報

　

別
記
様
式
第
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
６
号
（
第
７
条
関
係
）

�
宮
選
管
第
　
　
　
　
号
　
　

�
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　

少
額
領
収
書
等
の
写
し
に
係
る
開
示
決
定
等
通
知
書

　
（
開
示
請
求
者
）
　
　
　
　
　
様

�
宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
印
　

　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
で
請
求
の
あ
り
ま
し
た
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
係
る
少
額
領
収
書
等
の
写
し

に
つ
い
て
、
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
23年

法
律
第
194号

）
第
19条

の
16第
11項

及
び
第
12項

の
規
定
に
よ
り
、

下
記
の
と
お
り
、
開
示
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

　
１
　
開
示
す
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
名
称

　
２
　
不
開
示
と
し
た
部
分
と
そ
の
理
由

　
　
⑴
　
不
開
示
と
し
た
部
分

　
　
⑵
　
不
開
示
と
し
た
理
由

　
　
（
教
示
）

　
３
　
開
示
の
実
施
の
方
法
等

　
　
⑴
　
開
示
の
実
施
の
方
法

　
　
⑵
　
開
示
の
実
施
の
申
出

　
　
⑶
�　
事
務
所
に
お
け
る
開
示
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
日
時
、
場
所

　
　
⑷
　
写
し
の
送
付
を
希
望
す
る
場
合
の
準
備
日
数
、
送
料
（
見
込
額
）



第582号　令和７年３月７日　金曜日 （12）宮　　城　　県　　公　　報

　

別
記
様
式
第
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
７
号
（
第
８
条
関
係
）

�
宮
選
管
第
　
　
　
　
　
　
号
　
　

�
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
（
開
示
請
求
者
）
　
　
　
　
　
様

�
宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
印
　

少
額
領
収
書
等
の
写
し
に
係
る
不
開
示
決
定
通
知
書

　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
の
　
　
　
　
　
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
　
　
　
　
年
分
収
支
報
告
書
に
係
る
少

額
領
収
書
等
の
写
し
の
開
示
請
求
に
つ
い
て
、
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
23年

法
律
第
194号

）
第
19条

の
16第
12

項
の
規
定
に
よ
り
、
下
記
の
と
お
り
、
開
示
し
な
い
こ
と
と
決
定
し
ま
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

　
１
　
不
開
示
決
定
し
た
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
名
称

　
２
　
不
開
示
と
し
た
理
由

　
　
（
教
示
）



（13）　令和７年３月７日　金曜日 第582号宮　　城　　県　　公　　報

　

別
記
様
式
第
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
８
号
（
第
９
条
関
係
）

�
宮
選
管
第
　
　
　
　
　
　
号
　
　

�
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
（
開
示
請
求
者
）
　
　
　
　
　
様

�
宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
印
　

少
額
領
収
書
等
の
写
し
に
係
る
開
示
決
定
等
の
期
間
の
延
長
に
つ
い
て
（
通
知
）

　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
の
　
　
　
　
　
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
　
　
　
　
年
分
収
支
報
告
書
に
係
る
少

額
領
収
書
等
の
写
し
の
開
示
請
求
に
つ
い
て
は
、
下
記
の
と
お
り
、
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
23年
法
律
第
194号

）
第
19条
の
16第
13項
の
規
定
に
よ
り
、
開
示
決
定
等
の
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

　
１
　
開
示
請
求
の
あ
っ
た
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
名
称

　
２
　
延
長
後
の
期
間

　
３
　
延
長
の
理
由



第582号　令和７年３月７日　金曜日 （14）宮　　城　　県　　公　　報

　

別
記
様
式
第
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
９
号
（
第
９
条
関
係
）

�
宮
選
管
第
　
　
　
　
　
　
号
　
　

�
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
（
開
示
請
求
者
）
　
　
　
　
　
様

�
宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
印
　

少
額
領
収
書
等
の
写
し
に
係
る
開
示
決
定
等
の
期
間
の
延
長
に
つ
い
て
（
通
知
）

　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
の
　
　
　
　
　
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
　
　
　
　
年
分
収
支
報
告
書
に
係
る
少

額
領
収
書
等
の
写
し
の
開
示
請
求
に
つ
い
て
は
、
下
記
の
と
お
り
、
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
23年
法
律
第
194号

）
第
19条
の
16第
14項
の
規
定
に
よ
り
、
開
示
決
定
等
の
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

　
１
　
期
間
の
延
長
を
行
う
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
名
称

　
２
　
政
治
資
金
規
正
法
第
19条
の
16第
14項
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
理
由

　
３
　
開
示
決
定
等
の
期
限

　
　
�　
（
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日
ま
で
に
可
能
な
部
分
に
つ
い
て
開
示
決
定
等
を
行
い
、
残
り
の
部
分
に
つ
い
て

は
、
次
に
記
載
す
る
時
期
ま
で
に
開
示
決
定
等
す
る
予
定
で
す
。）

　
　
　
　
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日
（
　
　
）



（15）　令和７年３月７日　金曜日 第582号宮　　城　　県　　公　　報

　

別
記
様
式
第
十
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
10号
（
第
10条
関
係
）

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

少
額
領
収
書
等
の
写
し
に
係
る
開
示
の
実
施
方
法
等
申
出
書

　
宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
殿

�
氏
名
又
は
名
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
住
所
又
は
居
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
連
絡
先
電
話
番
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
治
資
金
規
正
法
施
行
令
（
昭
和
50年

政
令
第
277号

）
第
11条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
下
記
の
と
お
り
申
し

出
ま
す
。

１
　
少
額
領
収
書
等
の
写
し
に
係
る
開
示
決
定
通
知
書
の
番
号
等

　
　
　
日
　
　
付
：
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
　
文
書
番
号
：
宮
選
管
第
　
　
　
　
号

２
　
求
め
る
開
示
の
実
施
の
方
法

３
　
手
数
料
の
計
算
方
法

４
　
開
示
の
実
施
を
希
望
す
る
日

　
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

５
　
「
写
し
の
送
付
」
の
希
望
の
有
無
　
　
　
　
　
有
　
：
同
封
す
る
郵
便
切
手
の
額
　
　
　
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
無

手
数
料

　
　
　
　
　
　
　
円

納
付
方
法

手
数
料
等
貼
付
欄

（
受
付
印
）

〔
〕



第582号　令和７年３月７日　金曜日 （16）宮　　城　　県　　公　　報

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
三
月
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

改
正
前
の
政
治
資
金
規
正
法
第
十
九
条
の
十
六
の
規
定
に
よ
る
少
額
領
収
書
等
の
写
し
の
開
示
に
関
す
る
規
程
に

よ
る
諸
様
式
で
取
扱
い
上
著
し
く
支
障
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の
政
治
資
金
規
正
法
第
十

九
条
の
十
六
の
規
定
に
よ
る
少
額
領
収
書
等
の
写
し
の
開
示
に
関
す
る
規
程
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

〇
宮
選
管
告
示
第
十
九
号

　

政
治
資
金
規
正
法
第
二
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
等
の
閲
覧
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
七
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

櫻　
　

井　
　

正　
　

人　
　
　

　
　
　

�

政
治
資
金
規
正
法
第
二
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
等
の
閲
覧
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
告
示

　

政
治
資
金
規
正
法
第
二
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
等
の
閲
覧
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
年
宮
選

管
告
示
第
百
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
四
項
中
「
取
り
扱
い
」
を
「
取
扱
い
」
に
改
め
る
。

　

別
記
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
11号
（
第
12条
関
係
）

�
宮
選
管
第
　
　
　
　
　
号
　
　

�
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
（
開
示
請
求
者
）
　
　
　
　
　
様

�
宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
印
　

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
が
少
額
領
収
書
等
の
写
し
を
提
出

し
な
か
っ
た
旨
に
つ
い
て
（
通
知
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
の
　
　
　
　
　
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
　
　
　
　
年
分
収
支
報
告
書
に
係
る
少

額
領
収
書
等
の
写
し
の
開
示
請
求
に
つ
い
て
、
当
該
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
か
ら
提
出
期
間
内
に
提
出
さ
れ
ま
せ

ん
で
し
た
の
で
、政
治
資
金
規
正
法（
昭
和
23年
法
律
第
194号

）第
19条
の
16第
16項
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
ま
す
。



（17）　令和７年３月７日　金曜日 第582号宮　　城　　県　　公　　報

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
三
月
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

改
正
前
の
政
治
資
金
規
正
法
第
二
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
等
の
閲
覧
等
に
関
す
る
規
程
に
よ
る

諸
様
式
で
取
扱
い
上
著
し
く
支
障
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の
政
治
資
金
規
正
法
第
二
十
条

の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
等
の
閲
覧
等
に
関
す
る
規
程
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

〇
宮
選
管
告
示
第
二
十
号

　

公
職
選
挙
法
第
二
百
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
行
政
不
服
審
査
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
提
出

書
類
等
の
閲
覧
及
び
写
し
等
の
交
付
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
七
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

櫻　
　

井　
　

正　
　

人　
　
　

　
　
　

�

公
職
選
挙
法
第
二
百
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
行
政
不
服
審
査
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

提
出
書
類
等
の
閲
覧
及
び
写
し
等
の
交
付
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

公
職
選
挙
法
第
二
百
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
行
政
不
服
審
査
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
提
出

書
類
等
の
閲
覧
及
び
写
し
等
の
交
付
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
八
年
宮
選
管
告
示
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
第
十
九
号
」
の
次
に
「
。
以
下
「
手
数
料
条
例
」
と
い
う
。」
を
加
え
る
。

　

第
二
条
第
二
項
及
び
第
三
条
の
見
出
し
中
「
納
入
」
を
「
納
付
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
第
一
項
中
「
手
数
料
納
入
書
」
を
「
手
数
料
納
付
書
」
に
、「
に
宮
城
県
収
入
証
紙
を
貼
付
し
て
納
入
」
を
「
を

作
成
の
上
、
手
数
料
条
例
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
納
付
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
手
数
料
納
入
書
」
を
「
手
数
料

納
付
書
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
一
号
中
「
，
」
を
「
、
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
様
式
（
第
３
条
関
係
）

収
支
報
告
書
等
の
写
し
の
交
付
請
求
書

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

請
　
求
　
者

住
　
　
　
所

（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て

は
主
た
る
事
務
所
等
の
所
在
地
）
　
　
　
　
　
　
　
電
話
　
　
　
（
　
　
　
）
　
　
　
　
　

氏
　
　
　
名

（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て

は
そ
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

請
求
対
象

報
告
書
等
の

内
容

請
求
対
象
政
治
団
体
名

請
　
求

対
象
年

交
付
の
方
法

納
付
の
方
法

手
数
料
等
貼
付
欄



第582号　令和７年３月７日　金曜日 （18）宮　　城　　県　　公　　報

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
三
月
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

改
正
前
の
公
職
選
挙
法
第
二
百
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
行
政
不
服
審
査
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
提
出
書
類
等
の
閲
覧
及
び
写
し
等
の
交
付
に
関
す
る
規
程
に
よ
る
諸
様
式
で
取
扱
い
上
著
し
く
支
障
の
な
い

も
の
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の
行
政
不
服
審
査
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
提
出
書
類
等
の

閲
覧
及
び
写
し
等
の
交
付
に
関
す
る
規
程
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

様
式
第
３
号
（
第
３
条
関
係
）

　
　
年
　
　
月
　
　
日
　

手
数
料
納
付
書

　
　
宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
殿

�
住
所
及
び
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
主
た
る
事
務
所
等
の
所
在
地
）
　

１
　
交
付
を
求
め
る
提
出
書
類
等
の
写
し
等
・
提
出
資
料
の
写
し
等
の
内
容

２
　
納
付
す
る
手
数
料
の
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円

３
　
納
付
方
法

手
数
料
等
貼
付
欄


